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土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
飯
野
川
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
換
地
計
画
が
定
め
ら

れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
換
地

計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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縦
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縦
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三
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六
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か
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令
和
三
年
二
月
四
日
ま
で
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縦
覧
場
所
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市
役
所
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石
巻
市
河
北
総
合
支
所
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号
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林
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昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
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定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。
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。
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係
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目
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業
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伐
採
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て
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主
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は
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択
伐
に
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る
。

　
　
　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）
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そ
の
他
の
森
林
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て
は
、
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伐
に
係
る
伐
採
種
を
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め
な
い
。

　
　
　

⑶�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。
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と
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る
。
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㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
１
号

　
石
巻
市
起
業
の
市
道
元
明
神
大
街
道
東
二
丁
目
線
新
設
工
事
（
宮
城
県
石
巻
市
門
脇
字
元
明
神
地
内
か
ら
同
市
門
脇

字
浦
屋
敷
地
内
ま
で
及
び
同
市
大
街
道
東
三
丁
目
地
内
か
ら
同
市
大
街
道
東
二
丁
目
地
内
ま
で
）
及
び
こ
れ
に
伴
う
市

道
付
替
工
事
に
係
る
土
地
収
用
事
件
（
石
巻
市
道
元
明
神
大
街
道
東
二
丁
目
線
２
号
事
件
）
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法

（
昭
和
26年
法
律
第
219号

）
第
46条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
審
理
を
開
始
す
る
。

　
　
令
和
３
年
１
月
５
日
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県
収
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員
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１
　
日
時
　
令
和
３
年
２
月
５
日
（
金
）
午
後
２
時
か
ら

２
　
場
所
　
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　
宮
城
県
　
行
政
庁
舎
９
階
　
第
一
会
議
室

３
　
審
理
事
項
　
本
事
件
に
関
す
る
起
業
者
並
び
に
土
地
所
有
者
及
び
関
係
人
に
対
す
る
審
問
等


